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計画相談支援

障がいのある方、難病の方、障がいはないけれど生きづら
さを感じている方が障害福祉サービスを利用するために以下
の支援を行います。

・困りごとや悩みごとの整理
・障害福祉サービスの調整と申請手続きのサポート
・サービス等利用計画の作成
・モニタリング
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計画相談の基本的な流れ



基本相談支援

障がいのある方、難病の方、障がいはないけれど生きづら
さを感じている方やそのご家族の、生活や福祉に関する困り
ごとや悩みごとを一緒に解決するお手伝いをします。

・困りごとや悩みごとの整理
例えば
□誰にどういうふうに相談したら良いかわからない

・障害福祉サービス以外の公的サービスの利用について
例えば
□障害者手帳について
□障害年金について

・行政手続きのサポート
例えば
□生活保護について

・就労に関する相談支援
例えば
□障害者雇用について

＜対象となる人＞
・喜茂別町内にお住まいの方
・そのほか、近隣にお住まいの方はご相談ください

支援体制加算研修修了者
・行動障害支援体制加算
（平成30年度行動援護従事者養成研修） ：谷藤 ゆう

・精神障害者支援体制加算
（平成30年度地域移行支援研修） ：谷藤 ゆう

・要医療児者支援体制加算
（令和6年度医療的ケア児等コーディネーター養成研修）

：谷藤 ゆう
・高次脳機能障害者支援体制加算
（令和7年度高次脳機能障害支援養成研修  ：谷藤 ゆう



誰が利用できるの？

相談の仕方は？

相談できる時間は？

どこにあるの？

〇役場

健康増進センター〇
町立クリニック

〇薬局

●ふれあい福祉センター

〇保育所
〇笑み～な

障がいのある方、難病の方、
そのほか障がいはないけれど、生きづらさを感じている方

電話（0136)55-5101 または、FAX（0136）33-3000 で
お気軽にご連絡ください

平日8:45～17:30
※土日・祝祭日のほか、12/31～1/5はお休みです

喜茂別町字喜茂別15番地の1 喜茂別町ふれあい福祉センター

問い合わせ窓口・連絡先
喜茂別町元気応援課福祉係
(0136)55-5101

〇郷の駅
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